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〈子育て世帯の生活を支援〉

物価高対応
子育て応援手当を
支給します
　物価高による影響が長期化する中で、その影響を強く
受けている子育て世帯を力強く支援するため、手当を支
給します。
　詳しくは、本こども支援課(TEL㉒２４１５)へ。

■
支
給
対
象
　平
成
１９
年
４
月
２
日

～
令
和
８
年
３
月
３１
日
（火）
の
間
に
生

ま
れ
た
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人

■
支
給
額

　児
童
１
人
に
つ
き
２
万
円

■
受
給
ま
で
の
流
れ

　申
請
が
必
要

な
人
と
不
要
な
人
が
い
ま
す
。
次
の

①
～
④
の
う
ち
該
当
す
る
も
の
を
確

認
し
て
く
だ
さ
い（
申
請
の
受
付
期

間・支
給
時
期
は
下
表
の
と
お
り
）

①
令
和
７
年
９
月
分（
令
和
７
年
９

月
に
出
生
し
た
児
童
は
１０
月
分
）の

児
童
手
当
を
市
か
ら
受
給
し
た
人

　申
請
不
要
で
受
給
で
き
ま
す
。
２

月
上
旬
に
市
か
ら
対
象
と
な
る
人
へ

事
前
通
知
を
送
付
し
、
２
月
中
旬
か

ら
下
旬
に
児
童
手
当
と
同
じ
口
座
に

手
当
を
支
給
し
ま
す
。

　な
お
、
手
当
を
受
け
取
ら
な
い
人

お
よ
び
受
取
口
座
を
変
更
し
た
い
人

は
、
事
前
通
知
を
確
認
の
上
、
こ
ど

も
支
援
課
へ
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

②
令
和
７
年
９
月
３０
日
時
点
で
、
市

に
住
民
登
録
が
あ
っ
た
公
務
員
で
、

令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
を
所

属
庁
か
ら
受
給
し
た
人

　申
請
が
必
要
で
す
。
所
属
庁
の
証

明
を
受
け
て
か
ら
、
市
に
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

③
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
人
で
、
令

和
７
年
１０
月
１
日
～
令
和
８
年
３
月

３１
日
（火）
の
間
に
出
生
し
た
児
童
の
児

童
手
当
を
受
給
す
る
人（
申
請
中
を

含
む
）

　申
請
が
必
要
で
す
。
児
童
手
当
の

申
請
と
同
時
に
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
す
で
に
児
童
手
当
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
は
、
市
か
ら
個
別

に
申
請
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

④
令
和
７
年
１０
月
１
日
以
降
に
離
婚

（
離
婚
調
停
中
な
ど
を
含
む
）に
よ

り
、
新
た
に
児
童
手
当
受
給
者
に
な

っ
た
人

　申
請
が
必
要
で
す
。
児
童
手
当
の

申
請
と
同
時
に
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
す
で
に
児
童
手
当
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
は
、
市
か
ら
個
別

に
申
請
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

　な
お
、
児
童
手
当
の
前
受
給
者
か

ら
応
援
手
当
を
受
け
取
る
な
ど
し
た

場
合
は
、
手
当
が
不
支
給
ま
た
は
減

額
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注

意
し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
が
必
要
な
人
の
申
請
方
法

　オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
ま
た
は
申
請
書

を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
オ
ン
ラ
イ
ン
申
請
＝
市
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
か
ら
申
請
フ
ォ
ー
ム
に
ア
ク
セ

ス
し
て
手
続
き

▼
申
請
書
の
提
出
＝
手
当
の
振
込
口

座
が
分
か
る
も
の（
通
帳
ま
た
は
キ

ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
な
ど
）を
持
参
し
、

こ
ど
も
支
援
課
の
窓
口
で
手
続
き

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
申
請
書
を

入
手
し
、
郵
送
提
出
も
可
能

■
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ID
　１
５
１
７
０

受給者区分 申請手続きの
必要有無・受付期間 支給予定時期

①令和７年９月分（※１）の
児童手当受給者 申請不要 ２月中旬～下旬

②公務員 要申請・
２月１日～３月３１日（火）（必着） 申請の翌月末まで

③新生児（※２）分の
児童手当受給者

要申請・
２月１日～４月１５日（水）（必着） 申請の翌月末まで

④離婚などによる
新たな児童手当受給者

要申請・
２月１６日（月）～３月３１日（火）（必着）申請の翌月末まで

※１ 令和７年９月生まれの児童は令和７年１０月分
※２ 令和７年１０月１日～令和８年３月３１日の間に生まれた児童
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